
・ １０Ｗ以下 （月１２９円）

・ １０Ｗ超～２０Ｗ以下 （月１５８円）

・ ２０Ｗ超～４０Ｗ以下 （月２１７円）

・ ４０Ｗ超～６０Ｗ以下 （月２７６円）

・ ６０Ｗ超 （月３９４円）

・ ４０W以下 事業費の３/４ 限度額 ２０，０００円

・ ４０Ｗ超～６０Ｗ以下 事業費の９/10 限度額 ４０，０００円

・ ６０Ｗ超 事業費の４/５ 限度額 ３５，０００円

・ ＬＥＤの防犯灯 事業費の９/10 限度額 ４０，０００円

・ 防犯灯設置に係るポール 事業費の９/10 限度額 ３６，０００円

の新設改造（修繕を除く）

 新設・改造１件につき

事業費の１/２ 限度額 ８０，０００円

 １自治会につき

事業費の１/３ 限度額  同一年度内に５００，０００円
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１自治会につき　１年間の補助限度額
　均等割 ５０，０００円 ＋ 世帯割 ８０円 × 自治会加入世帯数
　（例：５００世帯の自治会 ⇒ 年間限度額　９０，０００円）
※１，２５０世帯以上の場合は、年間限度額 １５０，０００円

年

コミュニティ奨励補助金

街を明るくし、良好で安全な地域環境をつくり、犯罪の
予防や青少年の非行防止等を図ることを目的とした
防犯灯の新設・改造に対する補助

消火器具新設・改造事業補助金

３，３１２円

４，７２８円

1

2

5

自治会の健全な育成に資するため、自治会が主催す
る地域コミュニティづくり事業全般に補助
※年間を通じた補助であり、限度額があります。

7

8

3

4 防犯灯新設・改造事業補助金

地域の自治活動の振興を図ることを目的とした広報
板の新設・改造に対する補助（一部修繕を含む）

防犯灯維持管理事業補助金

広報板新設・改造事業補助金

１，５４８円

１，８９６円

２，６０４円

自治会に対する補助金等一覧表（令和５年４月現在）

名　　　　称

回覧チラシ等配布業務委託料

補　助　の　対　象　と　内　容事　業　内　容

自治会が行う回覧チラシの配布やポスターの掲示に
ついて、市と自治会で委託契約を結び、自治会に委
託料を支払う。

年

年

年

年

・新築・増改築に対する補助

・備品購入に対する補助

・耐震診断に対する補助

・耐震設計工事に対する補助

・集会所の地代、家賃に対する補助

（３円×回覧チラシ依頼件数×毎月末日現在の自治会加入世帯数） ＋
（1.2円×掲示ポスター依頼件数×毎月末日現在の自治会区域内世帯数）

集会所建設融資あっせん利息補給

集会所施設整備及び維持促進補助金

　用地購入を伴う集会所の新築
　　事業費の１／２　　　　１自治会１０，０００，０００円
　
　※次の①～③の書面を添付して申請を行う場合は、新築事業の完了後では
　　なく、事業の途中に補助金の交付を受けることができます。
　　（事業完了後の実績報告が必要）
　　①棟上げその他の建て方が完了していることを確認できる書面
　　②当該年度の２月末日までに、地区集会所の新築を完了すること
　　　を確認できる書面
　　③新築に係る資金計画を記載した書面

　用地購入を伴わない集会所の新築
　　事業費の１／３　　      １自治会    7，5０0，０００円

　※補助金を受給後、25年間経過している場合は、再び補助金を受けられる
　
　※上段の「用地購入を伴う集会所の新築」と同じ手続を行うことで事業の
　　 途中に補助金の交付を受けることができます。

集会所の建設資金の一部を融資あっせんし、
その利息を補助

　集会所の増改築及び備品購入
　　事業費の１／３
　耐震設計及び耐震工事
　　事業費の２／３

　※自治会が初めて増改築、備品購入または耐震設計工事のいずれかを
　　行った年度から起算して25年間で３００万円を繰り返し交付する

　耐震診断
　　事業費の２／３　　１自治会　１００，０００円

　民地等または建物の賃借
　　事業費の１／３　　１自治会同一年度内に１００，０００円

安全な地域環境をつくることを目的とした消火ホース・
消火器の購入及び格納箱の新設・改造に対する補助

各自治会が管理する防犯灯の電気料金への補助　

　新　   築
　（限　度　額）５，０００，０００円
　（融 資 期 間）１０年以内

　増  改 築
　（限　度　額）２，０００，０００円
　（融 資 期 間）５年以内

　土　　地
　（限　度　額）１５，０００，０００円
　（融 資 期 間）２０年以内

事業費が60万円を超える場合は、
事前協議が必要です

R５.４改正


